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長崎市創業者広報活動支援補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、販路の拡大又は開拓を目的として、事業内容の情報発信のために行

うホームページの新設や広報誌作成などの広報活動等を行う市内の創業者に対し、予算

の定める範囲内において、長崎市創業者広報活動支援補助金（以下「補助金」とい

う。）を交付することについて、長崎市補助金等交付規則（昭和63年長崎市規則第21

号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

(1) 創業者 産業競争力強化法（平成25年法律第98号。以下「法」という。）第２条第

29項に規定する者をいう。 

(2) 創業支援等事業計画 法第127条第１項に規定する計画をいう。 

(3) 特定創業支援等事業 法第２条第31項に規定する事業をいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付を受けようとする者（以下「補助対象者」という。）は、次に掲げ

る要件を全て満たす者とする。 

(1) 市内に事業所を有すること。ただし、個人の事業者にあつてはその代表者が市内に

住所を有すること。 

(2) 本市の創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業を受けている創業者である

こと。 

(3) 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）について、同様

の趣旨の他の補助金等の交付（国及び県によるものを含む。）を受けていないこと。 

（補助対象事業） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、補助金の

交付の申請日の属する会計年度の末日までに完了する事業であつて、創業者が、販路の

拡大又は開拓を目的とした次に掲げる事業とする。 

(1) 事業内容の情報発信を行う広報活動であり、かつ、本市の入札参加資格者で市内に

本店がある事業者に発注する事業 

(2) 事業内容の適切な情報発信に必要な広報戦略を作成する事業 

(3) 事業内容の適切な情報発信に係る指導又は助言を受ける事業 
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（補助対象経費） 

第５条 補助対象経費は、補助対象事業に係る経費のうち、次に掲げるものとする。 

(1) 広報活動に要する委託料 

(2) 事業内容の適切な情報発信に必要な広報戦略の作成に要する委託料 

(3) 事業内容の適切な情報発信に係る指導又は助言を受けるために依頼した専門家に対

する謝礼金及び旅費 

(4) その他市長が必要と認める経費 

（補助金の額及び補助金の交付の回数） 

第６条 補助金の額は、補助対象経費の総額に３分の２を乗じて得た額とし、その額に

1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。ただし、その額が20

万円を超えるときは20万円とする。 

２ 補助金の交付の回数は、同一年度内において、同一補助対象事業につき１回を限度と

する。 

（交付の申請） 

第７条 規則第３条第１項に規定する市長が定める日は、補助対象事業を行う年度の１月

末日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。 

２ 規則第３条第１項第１号及び第２号の書類は、補助事業（収支）計画書（第１号様

式）とする。 

３ 規則第３条第１項第５号に規定する書類は、次に掲げる書類とする。 

(1) 経済産業協関係産業競争力強化法施行規則（平成26年経済産業省令第１号）第７条

第１項の規定による証明書 

(2) 市税、事業税、消費税及び地方消費税を滞納していないことを証する書類（非課税

の場合にあつては、その旨を申し立てる書類） 

(3) 第４条に規定する事業に係る経費の見積書の写し 

４ 規則第３条第１項第３号及び第４号の書類は、規則第３条第２項の規定により省略す

る。 

５ 補助金を申請しようとする者は、その申請時に仕入れに係る消費税相当額（補助対象

経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法（昭和63年法律第108号）に規定する仕

入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法（昭和25年法律

第226号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た

金額をいう。以下同じ。）があり、かつ、その金額が明らかな場合は、これを減額して
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申請しなければならない。ただし、申請時において仕入れに係る消費税相当額が明らか

でない場合はこの限りではない。 

（交付の条件） 

第８条 規則第５条第１項第４号の規定による条件は、次のとおりとする。 

(1) 補助金の交付の申請年度の末日までに創業していること。 

(2) 補助対象事業に係る収支を明らかにした帳簿及び関係書類を備え、これを補助対象

事業の完了した日の属する年度の翌年度から５年間保存すること。 

(3) 補助対象事業の完了した日の属する年度の翌年度から５年間、事業の効果及び経営

状況について市長に報告を求め調査することができる。 

(4) 対象事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金にかかる消費税及

び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに市長に報告しなければ

ならない。また、市長に報告があつた場合は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入

控除税額の全部又は一部を本市に納付させることがある。 

（補助対象事業の変更） 

第９条 規則第５条第１項第１号に規定する市長が認める軽微な変更は、市長が補助金額

の変更及び事業内容の大幅な変更を伴わないと認める総事業費の20パーセント以内の変

更をいう。 

２ 規則第５条第３項の規定により同条第１項第１号の承認を受けるために提出する補助

事業等変更中止（廃止）承認申請書に添付する書類は、補助事業変更書（第２号様式）

とする。 

（申請の取下げ） 

第10条 規則第７条第１項に規定する期日は、補助金の交付の決定が行われた日から１月

を経過した日とする。 

（実績報告） 

第11条 規則第12条に規定する期日は、補助対象事業が完了した日から起算して１月以内

とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。 

２ 規則第12条第１号に規定する収支決算書は、補助事業実施明細書（第３号様式）とす

る。 

３ 規則第12条第２号に規定する書類は、次に掲げる書類とする。 

(1) 登記事項証明書（個人事業者にあつては、代表者の住民票及び個人事業の開業届出

書の写し） 
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(2) 広報活動のため作成した成果物（第４条第１号の事業を実施した場合に限る。） 

(3) 広報戦略の作成を明らかにする資料（第４条第２号の事業を実施した場合に限

る。） 

(4) 情報発信に係る指導若しくは助言を受けたことを明らかにする資料（第４条第３号

の事業を実施した場合に限る。） 

(3) 契約書、領収書等の補助対象経費の支出を明らかにする書類 

(4) その他市長が必要と認める書類 

（成果の公開） 

第12条 市長は、必要があると認めるときは、補助対象事業の成果を公開することができ

る。 

（委任） 

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成29年４月20日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成31年４月３日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

  附 則 

（施行期日） 

この要綱は、告示の日から施行する。 

（この要綱の失効） 

 この要綱は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。
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第１号様式（第７条関係） 

第２号様式（第９条関係） 

第３号様式（第11条関係） 

 


